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１．施設経営法人 

（１） 法人名 社会福祉法人 信楽福祉会 

（２） 法人所在地 滋賀県甲賀市信楽町牧１１５９ 

（３） 電話番号 ０７４８－８３－１３１３ 

（４） 代表者氏名 理事長 岩永 峯一 

（５） 設立年月 平成３年１０月１８日 

 

２．ご利用施設 

 （１） 施設の種類        指定介護老人福祉施設・平成２４年  ４月  １５日指定 

                    滋賀県指定 第 2571400833 号 

 （２） 施設の目的        ユニット型指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に伴い、ご契約 

者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営める 

ように支援することを目的とします。また、ご契約者に日常生活を営む 

ために必要とする居室、および共用施設等をご利用して頂き、介護 

福祉サービスの提供を行います。 

 （３） 施設の名称        特別養護老人ホーム 樹の郷 

 （４） 施設の所在地       滋賀県甲賀市水口町山３３０９ 

 （５） 電話番号          ０７４８－６３－２９００ 

 （６） 施設長(管理者)      葛江 基彦 

 （７） 当施設の運営方針    ユニット型介護老人福祉施設の専門性を生かし、ご契約者ひとり一人

に寄り沿うケアを実現して生きる喜びを知って頂きます。また、離床を

目的としながらも誰もが安心・快適に生活出来るように援助していき

ます。 

 （８） 開設月日          平成２４年 ４月１５日 

 （９） 入所定員          １１０人 
 

３．居室の概要 

 （１） 居室等の概要       当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室

は、すべて個室となります。(ただし、ご契約者の心身の状況や居室

の空き状況によりご希望に添えない場合もあります。)  

居室・設備の種類 室数 備考 

個室 110 室 ユニット型個室 洗面台付 

共同生活室 11 室 食卓・ソファー・テレビ・キッチン 

トイレ 33 室 1 ユニットに３か所あります 

浴室 11 室 機械浴槽もあります 

医務室 1 室  

・上記は、滋賀県条例が定める基準により、ユニット型介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施

設、設備です。この施設、設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費用はありません。 

 



・居室の変更について、ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施

設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際

には、ご利用者やご家族等と協議の上で決定するものとします。 

 

４．職員の配置状況 

  施設では、ご契約者に対してユニット型介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。               令和７年４月 1 日現在 

職 種 員数 

区分 

職務内容 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施設長（管理者） １  １   施設の職員の管理および業務管理 

生活相談員 ３  ３   相談業務、利用者家族との連絡調整 

介護職員 ６５ ４１ ７ １４ ３ 日常生活の介助、援助 

看護職員 ６  ６   診療の補助および保健衛生・服薬管理 

機能訓練指導員 １  １   機能の改善・減退防止の指導訓練 

介護支援専門員 ２ ２    施設サービス計画の作成 

医師 １    １ 診療・健康管理・保健衛生指導 

（管理）栄養士 １  １   食事業務全般と栄養指導 

 

〈主な職種の勤務体制〉 

職 種 勤 務 体 制 

１．施設長 日中    ８：３０～１７：３０ 

２．医師 日中   １０：００～１２：００ （毎週水曜日） 

日中   １０：００～１２：００ （月１回、精神科医師） 

３．介護職員 早朝    ７：００～１６：００ 

日中   １０：００～１９：００    代表的な勤務例です。 

遅出   １４：００～２３：００     

夜間   ２３：００～翌８：００ 

４．看護職員 日中    ８：３０～１７：３０ 

遅出    ９：００～１８：００ 

５．生活相談員 日中    ９：００～１８：００ 

６．機能訓練指導員 日中    ９：００～１８：００ 

７．介護支援専門員 日中    ９：００～１８：００ 

８．管理栄養士 日中    ９：００～１８：００ 

 

 

 



５．当施設が提供するサービスと利用料金 

  （１） 介護保険の給付の対象となるサービス 

      以下のサービスについては、利用料金の９割又は８割、７割が介護保険から給付されます。 

〈サービスの概要〉 

    ①食事の提供   ・当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養およびご契

約者の身体の状況、嗜好を考慮した食事を提供します。 

                ・ご契約者の自立支援のため、離床して共同生活室にて食事を摂って頂くこ

とを原則とします。 

(食事時間) 朝食 ７：30～   昼食 11：30～  夕食  17：30～ 

    ②入浴        ・入浴、または清拭を週２回以上行います。 

                 ・寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

    ③排泄        ・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行

います。 

    ④機能訓練     ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて日常生活を送

ることに必要な機能の回復、またはその減退を防止するための訓練を実

施します。 

    ⑤健康管理     ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

    ⑥その他自立への支援   

 ・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

                 ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

                 ・清潔で快適な生活が送れるように、適切な整容を行うよう援助します。 

 

※ サービス利用料金については、別紙をご参照ください。 

 

  



６ 入所中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療

を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではあ

りません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものではありません。） 

 ① 協力医療機関  

医療機関の名称 

所在地 

電話番号 

診療科 

石塚内科クリニック 

滋賀県蒲生郡竜王町小口 1658 番地 1 

0748‐58‐0025 

内科、消化器内科 

医療機関の名称 

所在地 

電話番号 

診療科 

医療法人 今村医院 

滋賀県甲賀市甲南町深川 2201 番地 

0748‐86‐2119 

心療内科、内科、消化器科、小児科、リハビリテーション科 

医療機関の名称 

所在地 

電話番号 

診療科 

公立 甲賀病院 

滋賀県甲賀市水口町松尾 1256 番地 

0748‐62‐0234 

内科、外科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、泌尿器科 等 

医療機関の名称 

所在地 

電話番号 

診療科 

西田歯科クリニック 

滋賀県甲賀市水口町伴中山 2545 番地 

0748-62-2022 

歯科 

 

７．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

  当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がな

い限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場

合には、当施設との契約は終了し、ご利用者に退所していただくことになります。 

①要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立または要支援と判定された場合。 

②要介護１又は 2 であって特例入所の要件に該当しなくなった場合。（平成 27 年 3 月 31 日までに

入所した者は除く） 

③事業者が解散した場合や破産した場合、またはやむを得ない事由により当施設を閉鎖した場

合。 

④施設の減失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合。 

⑥ご契約者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい)。 

⑦事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい)。 

  （１） ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

     契約の有効期間内であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。そ

の場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。ただし、以下の

場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 



     ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

     ②ご契約者が入院された場合。 

     ③事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービス

を実施しない場合。 

     ④事業者もしくはサービス従事者が、守秘義務に違反した場合。 

     ⑤事業者もしくはサービス従事者が、故意、または過失によりご契約者の身体・財物・信用等

を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる

場合。 

     ⑥他のご契約者がご本人様の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがあ

る場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 

 

  （２） 事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 

     以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

     ①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合。 

     ②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定めた催促

にも係わらず、これが支払われない場合。 

     ③ご契約者が故意または重大な過失により、事業者やサービス従事者もしくは他の契約者等

の生命・身体・財物・信用を傷つけ、または著しい不信行為を行う等によって本契約を継続

しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

     ④ご契約者が連続して３ヶ月を超えて病院または診療所に入院すると見込まれる場合、もしく

は入院した場合。 

     ⑤医学的管理の必要性が増大し、施設での介護が困難と認められる場合。 

     ⑥ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療施設に入院した場

合。 

 

ご契約者が病院等に入院された場合の対応について 

当施設に入所中に医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

①検査入院等、６日間以内の短期入院の場合 

６日以内に退院された場合は、退院後再び入所することができます。ただし、入院期間

中であっても、所定の利用料金をご負担して頂きます。また、居住費もご負担して頂き

ます。 利用料  １日あたり １割：２５３円 ２割：５０６円 ３割７５８円（入院外泊時

加算） 

居住費  １日あたりの居室料×入院日数 

②7 日間以上３か月以内の入院の場合 

     ３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。なお入

院期間中でも、居住費をご負担頂きます。 

     居住費 １日あたりの居室料×入院日数 

 



 

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

     ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合は、３ヶ月をもって契約を解除いたします。この

際、退院後再度入所できる状態になったとしても当施設に再び優先的に入所することは

できません。（入所申込みが必要となります） 
 

８．残置物引取人（身元引受人） 

（１） 契約締結にあたり、残置物引取人（身元引受人）をお願いする事になります。しかしながら、

ご契約者において残置物引取人を立てる事が出来ないと考えられる相当な事情がある場

合には、入居契約締結にあたって残置物引受人（身元引受人）を立てる必要はありません。 

（２） ご契約者が入所中に死亡された場合においては、そのご遺体や身の回りの日常生活用

品（貴重品は除外します）の引取等について、残置物引受人（身元引受人）が 責任を負う

ことになります。 

   また、ご契約者が死亡されていない場合でも、入居契約完結後、当施設に残されたご契約

者の日常生活用品をご契約者自身が引き取れない場合には、残置物引取人（身元引受

人）にこれを引き取って頂くことになります。これらの引き取り等の処理に係る費用につい

ては、ご契約者または残置物引取人（身元引受人）にご負担して頂くことになります。 

（３） 残置物引取人（身元引受人）が死亡、もしくは破産宣告を受けた場合には、施設は新たな

残置物引取人を立てて頂くために、ご契約者にご協力をお願いする場合があります。 

 

９．サービス提供における施設の義務 

  当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次の事を守ります。 

   （１） ご契約者の生命・身体・財産の安全に配慮します。 

   （２） ご契約者の体調・健康状態から見て必要な場合には、医師または看護職員と連携の上ご契

約者から聴取、確認します。 

   （３） ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日 30 日前までに、要介護認定の更

新の申請のために必要な援助を行います。 

   （４） ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、その完結の日から 2 年間保管すると

ともに、ご契約者の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  

   （５） ご契約者に対する身体的拘束・その他の行動を制限する行為を行いません。ただしご契約

者または他のご契約者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記

録に記載する等、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

   （６） 施設およびサービス従事者は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者またはそ

のご家族様に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません（守秘義務）。ただし、ご

契約者に医療上の必要がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供し

ます。また、ご契約者の円滑な退所のために援助を行う際に情報提供を必要とする場合に

は、ご契約者の同意を得て行います。 

 



 

１０．施設利用の留意事項 

  当施設のご利用にあたって、施設に入居されているご利用者の共同生活の場として快適性、安全 

性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１）面会 面会時間９：３０～２１：００ 

来訪者は、必ずその都度、面会簿に必要事項を

ご記入下さい。尚、来訪される場合、生もの等食

品類の持ち込みはご遠慮下さい。 

（２）外出・外泊 外出・外泊ともに健康上の問題がない限り、１ヶ

月に６日を限度として自由にできます。 

希望される場合は2日前までにお申し出下さい。

ただし葬儀への参列等、緊急やむを得ない場合

にはこの限りではありません。 

（３）食事 食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さ

い。 

（４）施設・設備の使用上の注意 居室および共用スペースをその本来の用途に従

って利用して下さい。故意、またはわずかな注意

を払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備

を壊したり汚したりした場合には、ご契約者に自

己負担により原状に復していただくか、または相

当の代価をお支払して頂く場合があります。 

当施設の職員や他のご契約者に対し、迷惑を及

ぼすような宗教活動・政治活動・営利活動などを

行うことはできません。 

（５）施設外受診 ご利用中、体調が悪くなられた際、緊急の場合

は即時対応させていただきます。ただし、緊急を

要しない定期受診は職員体制等諸事情により家

族の方にお願いをする事があります。  

（６）ボランティア・実習生の受け入れ 当施設では施設の社会化を図るためボランティ

アや実習生の受入を積極的に行う方針で運営し

ております。地域住民等の方の施設への出入り

が頻繁にございます。利用者への迷惑にならな

いよう十分配慮しておりますのでご理解くださ

い。 

 

１１．事故発生時の対応について 

   事故が発生した場合には、保険者およびご契約者やそのご家族様に対し、速やかに状況を報告・

説明し、その被害の拡大防止を図るなど必要な措置を講じます。 



 （１） ご契約者およびご家族様への対応 

    ①介護事故が発生した場合、まずご契約者に対して可能な限りの緊急処置を行うと共に、引き

続き看護職員を呼び最善の処置を行います。 

    ②速やかに管理者へ報告するとともに事業所で対応できない場合、医師の指示を受け協力医

療機関へ移送します。 

    ③処置が一段落すれば、出来るだけ速やかにご契約者およびご家族様等に誠意を持って説明

し、申し出についても誠実に対応します。 

    ④介護事故により事業所が損害賠償を負った場合は、誠意を持ってご契約者およびご家族様

等に対して補償します。 

    ⑤ご契約者への処置が完了した後、速やかに介護事故報告書を作成し再発防止対策に努めま

す。 

 （２） 行政機関への報告 

    重大な介護事故や死亡事故などの事態が発生した場合、速やかに関係機関へ報告します。 

 

１２．損害賠償について 

（１） 当施設において、施設の責任によりご契約者に生じた損害については、施設は速やかにその

損害を賠償いたします。ただし、その損害の発生について、ご契約者側に故意または過失が

認められる場合において、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時

には、施設の損害賠償責任を減ずる場合があります。 

（２） 施設は事故の責任を帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の

各号に該当する場合には、施設は損害賠償責任を免れます。 

   ① ご契約者（そのご家族・残置物引取人等も含む）が契約締結に際し、ご契約者の心身の状

況および病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに

起因して損害が発生した場合。 

   ② ご契約者（そのご家族・残置物引取人等も含む）がサービスの実施にあたって必要な事項

に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因し

て損害が発生した場合。 

   ③ ご契約者の急激な体調の変化等、施設の実施したサービスを原因としない事由に起因して

損害が発生した場合。 

   ④ ご契約者が、施設もしくは職員の指示等に反して行った行為に起因して損害が発生した場

合。 

 

  



１３．その他施設ご利用に際して 

（１） 転倒について      高齢者は普段の日常生活においても転倒して骨折等の負傷をされるこ

とが稀ではありません。施設内でも同様のことが起こる事があります。

職員の見守りには限界があり、これらの事故を皆無にする事は出来な

い状況です。この点はご理解をお願い致します。  

（２） 病気の発症について  脳卒中や心筋梗塞等はしばしば突発します。施設利用中に発症があ

れば協力医療機関等への入院等、最善の対応をさせて頂きますが、

発症そのものを防ぐことは多くの場合出来ません。この点もご理解を

お願い致します。 

 

１４．秘密保持と個人情報 

 （１） 事業者およびサービス従事者は、サービス提供上知り得たご契約者およびご家族等などに関

する情報を、正当理由なく第三者に漏らしません。この義務はサービス提供契約が終了した後

においても継続します。 

（２） 事業者は、ご契約者およびご家族等から予め個人情報の利用目的について、文書で同意を得

ない限り個人情報を用いません。 

（３） 事業者はご契約者およびそのご家族等に関する個人情報は含まれる記録物については、善

良なる管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。 

 

１５．高齢者虐待防止法について 

    事業者はご契約者の人権の擁護・虐待の防止等の為、次に掲げる通り必要な措置を講じます。 

 （１） 研修を通じて、従事者の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。 

 （２） 個別の介護支援計画の作成など、適切な支援の実施に努めます。 

 （３） 従事者が支援にあたって、悩みの苦労を相談出来る体制を整え、ご契約者の権利擁護に取り

組める環境の整備等に努めます。 

 

１６．非常災害対策 

   管理者または防火管理者は、自然災害・火災その他の防災対策については、計画的な防災訓

練と整備改善をはかり、ご利用者の安全に対して万全を講じます。 

 

１７．苦情の受付について 

  ●ご契約者からの相談受付(円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理・手順) 

      ①苦情の受付は、口頭で行いますが、窓口には「ご意見箱」を設置し、文書による苦情のみ

ならず、ご契約者およびご家族様の要望に応えられるように対応します。 

      ②窓口で受けた苦情については、担当者が苦情受付簿に「苦情内容の概要、処理結果」を

記載します。また状況によって直接訪問するなどして詳しい事情を聞くなどし、その場で対応

可能なものであっても必ず責任者に連絡をして、処理内容を苦情申出者に伝達します。 



      ③上記によっても苦情処理を行えない場合については、当法人設置の苦情処理委員会で決

定し、必要に応じて弁護士等の専門職に相談して対応を検討します。 

 

  （１） 当事業所における苦情の受付 

     当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けさせて頂きます。 

       ○苦情解決責任者        職名：施設長  葛江 基彦 

       ○苦情受付窓口(担当者)    職名：ケアマネジャー 山根 雅美 

       ○受付時間            毎週月曜日～金曜日  10：00～17：00 

       ○連絡先              0748-63-2900 

 

  （２） 行政機関その他苦情受付機関  

滋賀県 

国民健康保険 

団体連合会 

 所在地         滋賀県大津市中央 4 丁目５－９ 

 電話番号         ０７７－５２２－２６５１ 

 ＦＡＸ            ０７７－５２２－２６２８ 

社会福祉法人 

滋賀県社会福祉協議会 

滋賀県運営適正化委員会  

 所在地        滋賀県草津市笠山 7 丁目８－１３８ 

 電話番号         ０７７－５６７－４１０７ 

 ＦＡＸ            ０７７－５６１－３０６１  

甲賀市 ※ 

健康福祉部 

長寿福祉課 

 所在地          甲賀市水口町水口６０５３ 

 電話番号         ０７４８－６９－２１６５ 

 ＦＡＸ            ０７４８－６３－４０８５  

   ※甲賀市以外にお住まいの方は、入居前に居住していた市町の介護保険担当課へご相談くださ

い。 

１８．第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 １ あり 実施日  

評価機関の名称  

結果の開示 １ あり ２ なし 

２  なし 

  



別紙 

サービス利用料金                    令和７年４月１日現在 

  下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費を除

いた金額(自己負担額)と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。 

※当施設は甲賀市（6 級地）に所在するため、単位数に地域加算 10.27 を乗じた金額となります。 

 

① サービス利用料金（１単位１０．２７円） 

要介護度 １ ２ ３ ４ ５ 

ユニット型個室 ６７０単位 ７４０単位 ８１５単位 ８８６単位 ９５５単位 

 

② 1 日あたりのサービス利用に係る自己負担額 (基本単位数×１０．２７円)  

要介護度 １ ２ ３ ４ ５ 

1 割負担 ６８８円 ７６０円 ８３７円 ９１０円 ９８１円 

2 割負担 １，３７６円 １，５２０円 １，６７４円 １，８２０円 １，９６２円 

3 割負担 ２，０６４円 ２，２８０円 ２，５１１円 ２，７３０円 ２，９４３円 

 ※上記のサービス利用料金額は端数処理により、金額が若干異なる場合があります。 

 

上記の他に、下記の加算料金が必要となります。 

初期加算 入所した日から起算して３０日以内の算定、３０日を超える病院又

は、診療所への入院後に再入所した場合。 

１日  ３０単位 

看護体制加算（Ⅰ） 常勤の看護師を１名以上配置している場合。 １日   ４単位 

看護体制加算（Ⅱ） ① 看護職員を常勤換算方法で入所者が２５又はその端数を増ご

とに１以上あり、かつ指定介護老人福祉施設基準第２条第１項

第三号ロに規定する看護職員の数に１を加えた数以上である

こと。 

②２４時間のオンコール体制を確保している事。 

１日   ８単位 

夜勤職員配置加算 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を１人以上上

回っている事。 

１日  １８単位 

日常生活継続支援

加算 

算定日の属する月の前 6 ヶ月間又は前 12 ケ月間における新規入

所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は

行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占

める割合が 65/100 以上であること。 

1 日  ４６単位 

個別機能訓練加算 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を 1

名以上配置しているもので、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作

成し、計画的に機能訓練を行っている場合。 

1 日  １２単位 

個別機能訓練計画

（Ⅱ） 

個別機能訓練（Ⅰ）を算定している入居者について、計画の内容等

の情報を厚生労働省に提出し機能訓練の実施に当たって当該情

報その他機能訓練の適切な実施の為に必要な情報を活用してい

る場合に加算。 

1 ヶ月 

 ２０単位 

（該当月のみ） 



若年認知症 

受入加算 

若年性認知症入所者に対して、指定介護福祉施設サービスを行っ

た場合。 

１日 １２０単位 

口腔衛生管理加算

（Ⅰ） 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に

対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアにつ

いて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行なった

場合に加算。 

１ヶ月 ９０単位 

口腔衛生管理加算

（Ⅱ） 

加算（Ⅰ）の要件に加え口腔衛生等の管理に係る計画内容等の情報を厚

生労働省に提出し口腔衛生等の管理の実施にあたって当該情報その他

口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施の為に必要な情報を活用して

いる場合に加算。 

1 ヶ月 

１１０単位 

（該当月のみ） 

自立支援促進加算 （イ） 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に

行うとともに、少なくとも６月に１回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支

援計画等の策定等に参加していること。 

（ロ） （イ）の医学的評価の結果、特に自立支援のために対応が必要であるとされた

者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して

自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 

（ハ） （イ）の医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を

見直していること。 

（二） （イ）の医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他

自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

1 ヶ月 

２８０ 

単位 

科学的介護推進体

制加算（Ⅰ） 

入所者の心身の状況等に関する基本的な情報を厚生労働省に提

出している場合に加算 

1 ヶ月 

４０単位 

科学的介護推進体

制加算Ⅱ 

加算Ⅰに加えて疾病の状況を厚生労働省に提出している場合に加

算。 

1 ヶ月 

５０単位 

排泄支援加算（Ⅰ） （1）排泄に介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて医

師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに少なくとも 6 カ

月に 1 回評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出した上で排泄支援に活

用していること。  

 （2）（1）の評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込ま

れる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排泄に介護を要す

る原因を分析して支援計画を作成し、計画に基づく支援を継続して実施しているこ

と。  

（3）（1）の評価に基づき、少なくとも 3 カ月に 1 回、入所者等ごとに支援計画を見直し

ていること 

1 ヶ月 

１０単位 

介護職員処遇改善

加算（加算Ⅰ） 

基本料金と加算料金の合計１ヶ月分×１４．０％が加算され

ます。 

 

 

 

 



・ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払い 

して頂きます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償 

還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載し 

た「サービス提供証明書」を交付します。 

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、変更を行う日の１ヶ月 

前までに説明をした上で、ご契約者の負担額を変更します。 

・ご契約者が 6 日以内の入院または外泊をされた場合にお支払いして頂く利用料金は、下記の 

通りです。 (1 ヶ月６日間を限度として加算されます） 

外泊時費用   自己負担額 ２４６単位（１日） 

 

  （２） 介護保険の給付対象とならないサービス 

①居住費・食費の利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

食費（１日分） 

通常金額 

１，９００円 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 

３００円 

第２段階 

３９０円 

第３段階① 

６５０円 

第３段階② 

１３６０円 
 

居住費（１日分） 

通常金額 

２，５００円 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 

８８０円 

第２段階 

８８０円 

第３段階① 

１，３７０円 

第３段階② 

１，３７０円 

入院または外泊の期間中であっても居住費をお支払して頂くものとします。（ただし、空床利用による

短期入所生活介護の為に居室を使用した場合には、この限りではありません）。 

※ 当施設の居住費・食費の負担額 

世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けている方の場合、

施設利用の居住費・食費の負担が軽減されます。 

② 特別な食事の提供       ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

                      利用料金：実費負担 

③理髪                 理美容師の出張による理髪サービスをご利用頂けます。 

                      利用料金 ： 実費負担 

④洗濯代               日常の洗濯は無料です。ただし施設で洗濯できないものはクリーニ

ング業者へ依頼しますので実費負担となります。 

⑤ レクリエーション、クラブ活動 ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂く

事が出来きます。  

利用料金 ： 材料代等の実費を頂きます。 

   ・ 主なレクリエーション行事予定 

１月 お正月、新年会 ７月 七夕 

２月 節分 ８月 納涼大会 

３月 ひなまつり ９月 敬老祝賀会 

４月 お花見 10 月 日帰り旅行 

５月 買い物 11 月 文化祭 

６月 日帰り旅行 12 月 クリスマス忘年会 

   ・クラブ活動  書道・図工・園芸・手芸・舞踊など 

⑥日常生活上必要となる諸経費実費  日常生活品の購入代金等、日常生活に要する物でご契約者

に負担して頂くことが適当である物については、係る費用をご



負担して頂く場合があります。行政手続き代行費は切手代を

実費負担して頂きます。 

                 ※ おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、ご負担して頂く必

要はありません。 

⑦買い物代行手数料      ・買い物代行に係る時間が３０分未満の場合   1 回２００円 

                   ・買い物代行にかかる時間が３０分を超える場合 1 回５００円 

⑧複写物             ・サービスの提供に関する記録についてコピーを要する場合、実費を負

担していただきます。 

                   ・複写物（コピー） 白黒１０円、カラー４５円 

⑨所持金品管理サービス費  ご契約者からの依頼により金銭の管理を行う場合、100 万円を超える 

定期、普通預金の管理は財産管理料として 1 ヶ月 1,000 円を頂きます。 

⑩領収証の再発行手数料       1 通 100 円頂きます。 

⑪契約終了後も居室を明け渡さない場合 

ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等、本来の契

約終了から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金。

（１日あたり） 

ご契約者の介護

度 

要介護度 

１ 

要介護度 

２ 

要介護度 

３ 

要介護度 

４ 

要介護度 

５ 

ユニット型個室 ７，０６５円 ７，８０５円 ８，５９５円 ９，３４５円 10，074 円 

⑫私文書の取り扱い   入所者の郵便物について、個人情報やプライバシーに十分注意をして取り

扱いをします。サービス利用にあたり、当施設で手続きが必要と思われる郵

便物については、開封させて頂く場合があります。明らかにサービスとは無

関係な郵便物については開封せずにご家族様へ送付致します。 

⑬退居時などの荷物（残置物等）処理に係る費用    実費負担 

 

（３） 利用料金のお支払い方法  

 前記(1) (2)の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算し、ご請求いたしますので、翌月 20 日までに以下の方

法でお支払い下さい。（１ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づい

て計算した金額とします。） 

口座自動振替 

銀行口座での引き落としでお願いします。但し、ゆうちょ銀行は取り扱い出来ません。引き

落とし日は毎月２３日になります。２３日が休日の場合その翌日です。引き落としが無理な

場合は請求明細書が届き次第、現金、口座振り込み（手数料ご家族様負担）で２７日まで

にお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 



説明日 令和     年     月     日 

本書面に基づき御本人及び代理人に対して重要事項の説明を行いました。 

事業者名 社会福祉法人 信楽福祉会 

特別養護老人ホーム 樹の郷 

 

説明者 職名 生活相談員   氏名                  ㊞ 

 

同意日 令和     年     月     日 

 

私は、本書面に基づいてサービス提供事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

本 人 住所                                               

氏名                           ㊞ 

代理人 住所                                               

氏名                           ㊞ 

 

 

 

Ｒ７.４ 


